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議第４３号 

各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。 

  令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 職員の職務の級に係る分類の基準を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 各務原市職員の給与に関する条例（昭和３８年条例第７０号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第５項中「その月」を「給与期間」に、「支給するとき以外」を「支給する

以外のとき」に改める。 

別表第３の５級の項第３号中「保育所園長」を「困難な業務を行う保育所主任」に

改め、同表６級の項第２号中「困難な業務を行う」を削り、同表７級の項中第４号を

第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加

える。 

２ 会計管理者の職務 

別表第３の８級の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、

第５号を第４号とする。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議第４４号

各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例について

 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

  令和元年１１月２７日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二

の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、関係規定を整備す

るため、この条例を定めようとする。
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各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例

各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第

３７号）の一部を次のように改正する。

「

別表第２の６の項中

生活保護法による保護の実施又は就

労自立給付金若しくは進学準備給付

金の支給に関する情報（以下「生活保

護関係情報」という。）であって規則

で定めるもの

を削り、同表９の

中国残留邦人等支援給付等関係情報

であって規則で定めるもの

」

「

項中
生活保護関係情報であって規則で定

めるもの
を

」

「

生活保護法による保護の実施又は就

労自立給付金若しくは進学準備給付

金の支給に関する情報（以下「生活保

護関係情報」という。）であって規則

で定めるもの

に改め、同表１６の項中

」

「

中国残留邦人等支援給付等関係情報

であって規則で定めるもの
を削る。

」

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第４５号

   各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

 各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

るものとする。

  令和元年１１月２７日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 災害援護資金の貸付けの利率を改める等のため、この条例を定めようとする。
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   各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

各務原市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第３６号）の一部を次

のように改正する。

 題名の次に次の目次を付する。

目次

 第１章 総則（第１条・第２条）

 第２章 災害弔慰金の支給（第３条―第８条）

 第３章 災害障害見舞金の支給（第９条―第１１条）

 第４章 災害援護資金の貸付け（第１２条―第１５条）

 第５章 雑則（第１６条・第１７条）

 附則

 第１４条の見出しを「（保証人及び利率）」に改め、同条第１項及び第２項を次の

ように改める。

 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、

据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年３パー

セント以内で規則で定める率とする。

 第１４条第３項中「前項」を「第１項」に改める。

 第１５条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１

３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定に

よるものとする。

 第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の章名及び１条を加える。

第５章 雑則

 （災害弔慰金等支給審査委員会の設置）

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議等するため、

各務原市災害弔慰金等支給審査委員会（以下この条において「委員会」という。）

を置く。

２ 委員会の委員は、医学又は法律学に関し優れた識見を有する者その他の学識経験

を有する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

３ 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
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める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第１４条の規定は、令和元年１１月

１日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸

付けについて適用する。

 （各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３８年条例

第２６号）の一部を次のように改正する。

「

別表中
国民健康保険運営

協議会

委員 日額 ６，５００円
を

」

「

国民健康保険運営

協議会

委員 日額 ６，５００円

に改める。
災害弔慰金等支給

審査委員会

委員 日額 １６，０００円

」
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議第４６号 

各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。 

令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

各務原市立小学校における２学期制の全校導入に伴い、利用料に係る規定を整備す

るため、この条例を定めようとする。 
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各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２８年条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第３項第１号ウ中「（３学期制の小学校に就学している児童にあっては、月

額８，０００円）」を削り、同項第３号中「２学期制の小学校に就学している児童が

８月の学校休業日以外の期間及び」を「８月の学校休業日以外の期間に限り事業を利

用し、」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第９条第３項の規定は、この条例の施行の日以後の放課後児童健全育成

事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の放課後児童健全育成事業の利用

に係る利用料については、なお従前の例による。 
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議第４７号

   各務原市自由通路設置条例の一部を改正する条例について

 各務原市自由通路設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

  令和元年１１月２７日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 新那加駅自由通路を設置するため、この条例を定めようとする。
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   各務原市自由通路設置条例の一部を改正する条例

 各務原市自由通路設置条例（平成２１年条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。

 第１条中「鵜沼駅前広場及び新鵜沼駅前広場の」を「鉄道の駅の周辺地域における」

に、「駅前広場を結ぶ」を「歩行者の交通の用に供する」に改める。

 第２条の表に次のように加える。

新那加駅自由通路 各務原市那加太平町２丁目１２２番地

 第３条中「鵜沼駅舎及び新鵜沼駅舎の」を削る。

 第４条第１項第３号及び第８号中「手回り品」を「手回品」に改める。

   附 則

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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議第４８号

   各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例について

 各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

  令和元年１１月２７日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 各務山地区地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めるため、この条例

を定めようとする。
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   各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例（平成２３年条例第

９号）の一部を次のように改正する。

別表第１に次のように加える。

各務山地区地区整備計

画区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された各務山

地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第２に次のように加える。

４ 各務山地区地区整備計画区域

区 域 制  限

全域 用途の制限 （１）法別表第２（わ）項に掲げる建築物

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの

（３）幼保連携型認定こども園

（４）保育所、老人福祉センター、児童厚生施設その他こ

れらに類するもの

（５）公衆浴場

（６）診療所

（７）自動車教習所

（８）畜舎

（９）カラオケボックスその他これに類するもの

附 則

この条例は、令和２年１月１日から施行する。
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議第４９号 

   各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例について 

各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例を次のように定めるものとする。 

  令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 公共下水道への区域外流入に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるため、

この条例を定めようとする。 
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   各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定に基づき、公共下水道の区域外流入

に係る分担金（以下「分担金」という。）を徴収することに関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）区域外流入 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に規定する処

理区域（以下「処理区域」という。）の区域外（本市の区域内に限る。）から本

市の処理区域に汚水を流入させることをいう。 

（２）受益者 区域外流入をする土地（以下「受益地」という。）の所有者をいう。

ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用のため

に設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。）の目的と

なっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃

借人をいう。 

 （土地の地積等の申告） 

第３条 区域外流入をしようとする受益者は、各務原市下水道条例（平成２年条例第

２３号）第２２条の規定により下水道法第２４条第１項の許可に係る申請をする際

に、受益地の地積等必要な事項を申告しなければならない。 

 （分担金の額） 

第４条 受益者が負担する分担金の額は、受益地の地積に、各務原市都市計画下水道

事業受益者負担に関する条例（平成元年条例第１９号）第４条の表の左欄に掲げる

負担区のうち、区域外流入をする処理区域が属する負担区の区分に応じ、同表の右

欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。 

 （分担金の賦課及び徴収） 

第５条 市長は、受益者ごとに前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを

賦課するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の

額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。 
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３ 分担金は、一括で徴収するものとする。 

４ 第１項の規定により分担金を賦課する場合において、受益地に既に分担金、各務

原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定による受益者負担金（第８

条において「受益者負担金」という。）その他これらに相当するものが賦課された

土地を含むときは、同項の規定にかかわらず、当該賦課された土地に対しては分担

金を賦課しないものとする。 

 （分担金の減免等） 

第６条 国又は地方公共団体が公共の用に供している受益地については、分担金を徴

収しないものとする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。 

（１）国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している受益地に係

る受益者 

（２）国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益地に係る受益者 

（３）国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益地に係る受益

者 

（４）公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認め

られる受益者 

（５）公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 

（６）前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があ

ると認められる受益地に係る受益者 

 （受益者に変更があった場合の取扱い） 

第７条 第３条の規定による申告があった日後、受益者の変更があった場合において、

当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受

益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。 

（受益者負担金との調整） 

第８条 第５条第２項の規定による通知をした後に当該通知に係る受益地の全部又は

一部が排水区域（下水道法第２条第７号に規定する排水区域をいう。以下この条に

おいて同じ。）に含まれることとなったときは、各務原市都市計画下水道事業受益

者負担に関する条例第６条第１項の規定にかかわらず、当該受益地のうち排水区域

に含まれることとなった部分に対する受益者負担金は、賦課しない。 

 （委任） 
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第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で

定める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に第３条の規定による申告を

するものについて適用する。 
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議第５０号

   各務原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例について

 各務原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例を次のように

定めるものとする。

  令和元年１１月２７日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する等のため、この条例を定めよ

うとする。
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各務原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例

（各務原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第１条 各務原市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年条例第３２号）の一部

を次のように改正する。

題名中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。

第１条の見出し中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条に次の１

項を加える。

２ 都市の健全な発達及び生活環境の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保

全に資するため、下水道事業を設置する。

第７条第１項及び第２項第３号中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条

を第８条とする。

第６条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第７条とする。

第５条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第６条とする。

第４条中「水道事業」を「上下水道事業」に、「又は動産」を「若しくは動産」

に改め、同条を第５条とする。

第３条第１項中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」とい

う。）」を「法」に、「地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）」を

「令」に、「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２項中「水道事業」を

「上下水道事業」に改め、同条を第４条とする。

第２条第１項中「水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」と

いう。）」を加え、同条第２項及び第３項を次のように改める。

２ 水道事業の計画は、次のとおりとする。

（１）給水区域 各務原市水道事業給水条例（平成１０年条例第２１号）第２条第

１項に定める区域

（２）給水人口 １４万９，９００人

（３）１日最大給水量 ６万８，４００立方メートル

３ 下水道事業の計画は、次のとおりとする。

（１）処理区域 本市の区域のうち下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第

１項の規定により定めた事業計画における区域

（２）計画処理人口 １４万２，４００人

（３）処理区域面積 ５，１５０ヘクタール
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（４）１日最大処理水量 ７万５，２４８立方メートル

第２条第４項を削り、同条を第３条とする。

第１条の次に次の１条を加える。

（法の全部適用）

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第２

条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」と

いう。）第１条第２項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

（各務原市水道事業経営審議会条例の一部改正）

第２条 各務原市水道事業経営審議会条例（昭和４８年条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。

題名を次のように改める。

  各務原市上下水道事業経営審議会条例

第１条中「水道事業の」を「水道事業及び下水道事業の」に、「各務原市水道事

業経営審議会」を「各務原市上下水道事業経営審議会」に改める。

第２条中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。

第４条第１項第２号を次のように改める。

（２）市民

第４条第２項中「とする」を「とし、再任を妨げない」に改める。

第５条第３項中「代行する」を「代理する」に改める。

第６条中「会議」の次に「（次条において「会議」という。）」を加え、「招集

する」を「招集し、その議長となる」に改める。

第７条第２項中「決する」を「決し、可否同数の場合は、議長の決するところに

よる」に改める。

第８条第１項中「おく」を「置く」に改める。

第１０条中「市長が別に」を「規程で」に改める。

附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。

２ 各務原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和元

年条例第  号）の施行の日の前日において委員である者の任期は、第４条第２

項及び第３項の規定にかかわらず、同日に満了する。

（各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正）
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第３条 各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和４８年条例第１８号）の一部を次のように改正する。

題名及び第１条中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。

第３条第２項中「各務原市企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程（昭

和４３年水道事業管理規程第６号）」を「各務原市職員等の旅費に関する条例（昭

和４０年条例第１２号。別表において「旅費条例」という。）の規定による旅費」

に改める。

「 「

 別表中
水道事業経営審議

会
を

上下水道事業経営

審議会
に、「各務原市企業職員

」 」

 の勤務時間その他の勤務条件に関する規程（昭和４３年水道事業管理規程第６号。

以下「勤務時間その他の勤務条件に関する規程」という。）」を「旅費条例」に、

「勤務時間その他の勤務条件に関する規程に」を「旅費条例に」に改める。

（各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正）

第４条 各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成元年条例第１９

号）の一部を次のように改正する。

  第４条中「次条第１項」を「次条」に、「同項」を「同条」に改める。

  第５条を次のように改める。

  （賦課対象区域の決定等）

 第５条 市長は、負担金を賦課しようとする年度（以下この条において「賦課年度」

という。）の当初に、賦課年度の前年度の末日までに事業を施行した区域及び賦

課年度の末日までに事業を施行することが予定されている区域であって、賦課年

度に負担金を賦課しようとする区域（次条第１項において「賦課対象区域」とい

う。）を定め、これを公告しなければならない。

  第６条第１項及び第２項中「前条第１項」を「前条」に改める。

第６条の２を削る。

第７条第１号中「当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その」を削る。

第９条中「第５条第１項」を「第５条」に改める。

第１０条中「納期限」を「納付期日」に、「期日に」を「期間の日数に」に改め、

「年１４．５パーセント」の次に「（当該納付期日の翌日から１月を経過する日ま

での期間については、年７．２５パーセント）」を加え、同条に次の１項を加える。
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２ 市長は、受益者がその納付期日までに当該負担金を納付しなかったことについ

てやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができ

る。

第１１条（見出しを含む。）中「規則」を「規程」に改める。

附則第５項中「第１０条」を「第１０条第１項」に、「は、同条」を「及び年７．

２５パーセントの割合は、同項」に、「年７．３パーセント」を「年７．２５パー

セント」に改め、「においては、」の次に「年１４．５パーセントの割合にあって

は」を加え、「加算した割合（」を「加算した割合とし、年７．２５パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（」に、

「が年１４．５パーセント」を「が年７．２５パーセント」に、「、年１４．５パ

ーセント」を「、年７．２５パーセント」に改める。

（各務原市下水道条例の一部改正）

第５条 各務原市下水道条例（平成２年条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第４条の３第３号、第５号及び第６号、第５条第２号、第７条第１項並びに第８

条中「規則」を「規程」に改める。

第１０条第２項中「前項に」を「同項に」に、「前項の」を「同項の」に改める。

第１２条の２、第１３条、第１６条及び第１９条第１項第３号中「規則」を「規

程」に改める。

第２５条の２第１項を次のように改める。

  市長は、次の各号に掲げる手続を行うときは、当該手続の申請者から、事前に、

当該各号に定める金額を手数料として徴収する。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めたときは、事後に、徴収することができる。

 （１）下水道指定工事店の指定 １事業所につき１万４，０００円

 （２）下水道指定工事店の指定の更新 １事業所につき１万円

 （３）各種の証明 １件につき３００円

 第２６条中「又は占用料」を「、占用料又は手数料」に改める。

第２７条（見出しを含む。）中「規則」を「規程」に改める。

第２８条第５号中「第１６条第１項」を「第１６条」に改め、同条第８号中「第

７条第２項本文」の次に「、第１２条の２」を加え、「第１６条第１項」を「第１

６条」に改める。

（各務原市下水道事業運営審議会条例の廃止）
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第６条 各務原市下水道事業運営審議会条例（平成１８年条例第５０号）は、廃止す

る。

（各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第７条 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３８年

条例第２６号）の一部を次のように改正する。

「

別表中

建築審査会 委員 日額 ６，５００円

を下水道事業運営審

議会

委員 日額 ６，５００円

」

「

建築審査会 委員 日額 ６，５００円 に改める。

」

（各務原市特別会計条例の一部改正）

第８条 各務原市特別会計条例（昭和３９年条例第３０号）の一部を次のように改正

する。

  第１条中「。以下「法」という。」を削り、同条の表中

「 「

下水道事業特別会計 を 下水道事業会計 に改める。

」 」

  第３条を削る。

（各務原市部設置条例の一部改正）

第９条 各務原市部設置条例（昭和５５年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。

第１条の表水道部の項を削る。

第２条の表水道部の項を削る。

（各務原市個人情報保護条例の一部改正）

第１０条 各務原市個人情報保護条例（平成９年条例第１８号）の一部を次のように

改正する。

第２条第２号中「水道事業の管理者の権限を行う市長及び」を「水道事業及び下

水道事業の管理者の権限を行う市長並びに」に改める。

（各務原市情報公開条例の一部改正）

第１１条 各務原市情報公開条例（平成１１年条例第２号）の一部を次のように改正

する。
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第２条第１号中「水道事業の管理者の権限を行う市長及び」を「水道事業及び下

水道事業の管理者の権限を行う市長並びに」に改める。

第６条第１項第８号中「及び水道事業の管理者の権限を行う市長」を「並びに水

道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条中各務原市水道事

業経営審議会条例附則を附則第１項とし、附則に１項を加える改正規定並びに第４

条中各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第４条、第５条、第６条

第１項及び第２項並びに第９条の改正規定は、公布の日から施行する。

 （各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第４条の規定による改正後の各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条

例第１０条及び附則第５項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期

間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお

従前の例による。

 （各務原市下水道条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 第５条の規定による改正後の各務原市下水道条例第２５条の２第１項の規定は、

この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
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議第５１号 

各務原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

各務原市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるため、この条例を定め

ようとする。 
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各務原市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

各務原市水道事業給水条例（平成１０年条例第２１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２７条第１号中「給水装置工事事業者」を「指定工事業者」に改め、同条中第６

号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号

を加える。 

（２）指定工事業者の指定の更新 １事業所につき１万円 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議第５２号 

岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岐阜県

市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和２年

３月３１日をもって岐阜県市町村職員退職手当組合から中濃地域農業共済事務組合、

東濃農業共済事務組合及び飛騨農業共済事務組合が脱退すること並びに岐阜県市町村

職員退職手当組合規約を次のとおり変更することについて、関係地方公共団体が協議

することにつき、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      
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岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約 

岐阜県市町村職員退職手当組合規約（昭和３６年９月３０日岐阜県指令第１３２６

１号許可）の一部を次のように改正する。 

別表中「、中濃地域農業共済事務組合」及び「、東濃農業共済事務組合、飛騨農業

共済事務組合」を削る。 

附 則 

この規約は、令和２年４月１日から施行する。 
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議第５３号

   公の施設の指定管理者の指定について

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。

  令和元年１１月２７日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

   各務原市鵜沼南町会館

２ 指定管理者となる団体の名称

   各務原市鵜沼南町６丁目１０５番地

    鵜沼南町区自治会

     区長 勝 野 啓 一

３ 指定の期間

   令和２年４月１日から令和８年３月３１日まで
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議第５４号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市慈光園 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   岐阜県関市武芸川町谷口２２２１番地１ 

    社会福祉法人美谷会

     理事長 森 川 幸 江 

３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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議第５５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市民プール 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   愛知県春日井市六軒屋町西３丁目１０番地１６ 

    株式会社愛知スイミング 

     代表取締役 鈴 木 綱 次 

３ 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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議第５６号 

   市道路線の廃止及び認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項及び第８条第２項の規定によ

り、次のとおり市道路線を廃止及び認定するものとする。 

  令和元年１１月２７日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

開発行為により設置された道路を市道とするため、それぞれ廃止及び認定しようと

する。 

１ 廃止路線 

路線名 
起      点 重要な

経過地終      点 

市道 

那１７７号線 

各務原市那加山後町３丁目１４７番    地先から 

各務原市那加山後町３丁目１５５番    地先まで 

市道 

那１７８号線 

各務原市那加山後町３丁目１６２番１   地先から 

各務原市那加西市場町６丁目３番     地先まで 

２ 認定路線 

路線名 
起      点 重要な

経過地 終      点 

市道 

那１７７号線 

各務原市那加山後町３丁目１４７番    地先から 

各務原市那加山後町３丁目１５７番８   地先まで 

市道 

那１７８号線 

各務原市那加山後町３丁目１６３番３   地先から 

各務原市那加西市場町６丁目３番     地先まで 
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